
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２６年　９月１６日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

1   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 3号機
サービス建屋１階管理区域内トイレにおいて、小便器から洗浄用水が漏えい（非放射性　約２２０リット
ル）が認められたため、当該原因を調査。
なお、洗浄用水元弁を閉止し漏えい停止。

ＧⅢ
９月１６日公表済

み

3   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード

1
3･4号廃棄物

処理設備
固化系混合器において、運転時に異音及び混合器温度検出器の振動が認められたため、当該混合器
を点検・清掃。

ＧⅢ

2
3･4号廃棄物

処理設備
換気空調系廃棄物処理建屋制御室冷凍機（Ａ）において、冷凍機起動時に「冷凍機Ａ圧縮機１吸込圧
力低」警報の発生が認められたため、当該冷凍機を点検・修理。

－

H27.5.27の再審議
にて、機器の故障
が原因でないこと
が確認されたため

削除。

3 その他
一次水処理設備陽イオン樹脂再生塔用硫酸希釈槽（Ａ）入口配管において、詰まり（硫酸計量槽液位
が７リットルから低下せず）が認められたため、当該配管を清掃。

ＧⅢ

そ の 他：

区分　Ⅰ：

区分　Ⅱ：

平成２６年度　不適合管理委員会報告情報（平成２６年　９月１６日（火）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

区分　Ⅲ：

http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/press_f2/2014/pdfdata/j140916a-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/press_f2/2014/pdfdata/j140916a-j.pdf

